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◎群馬県告示第２５９号 

 群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１１第５項の規定により交付した次の免税証に

ついて、亡失した旨の報告があったので、無効とする。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                      群馬県知事 山 本 一 太   
                                             

免税証 
の種類 

業種 記号番号 枚数 有効期間 
免税証に記載された販売
業者の所在地及び名称 

免税証を 
交付した 
事 務 所 

亡失年月日 

100 リ
ットル
券 

農業 G09500422 
～ 
G09500424 

３枚 令和７年３月
１日から令和
８年２月２８
日まで 

群馬県館林市北成島町２５
３２－４ 
全農群馬県本部たたら給油
所 

太田行政
県税事務
所 

令和７年１
１月３日 

10リッ
トル券 

農業 C09500440 １枚 令和７年３月
１日から令和
８年２月２８
日まで 

群馬県館林市北成島町２５
３２－４ 
全農群馬県本部たたら給油
所 

太田行政
県税事務
所 

令和７年１
１月３日 

 

 

 

◎群馬県告示第２６０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 一本木平小井
戸安中線 

安中市上後閑字小名沢１４
６９番の２地先から同市同
字同１３４８番の１地先ま
で 

前 ９．７～２３．６ ８６．０ 

後 ９．１～２２．０ ８６．０ 

 

 

 

◎群馬県告示第２６１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

■ 告  示 
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道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 下高尾小幡線 富岡市後賀字波風山７９８番の２地先から同市同字
塩畑堂８１１番の１地先まで 

令和７年１１月２９日 
午後５時 

 

 

 

◎群馬県告示第２６２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 後賀山名停車場線 富岡市後賀字塩畑堂８１１番の８地先から同市同字
中屋敷８３５番の１地先まで 

令和７年１１月２９日 
午後５時 

 

 

 

◎群馬県告示第２６３号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

内匠東地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県富岡市内匠の区域内の土地のうち、次の１点から１２点までを順次結んだ線及び１２点と１点を結んだ線

に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度１４分２７秒８５８４ 

東経１３８度５４分１１秒８０６９ 

２点 北緯３６度１４分２９秒５２３４ 

東経１３８度５４分１１秒１０３１ 

 ３点 北緯３６度１４分３１秒９８０７ 

東経１３８度５４分１１秒２９５９ 

 ４点 北緯３６度１４分３４秒９１１５ 

東経１３８度５４分１３秒０１７４ 

 ５点 北緯３６度１４分３６秒４３４４ 

東経１３８度５４分１４秒６２０８ 

 ６点 北緯３６度１４分３６秒１８７２ 

東経１３８度５４分１５秒４９５８ 
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 ７点 北緯３６度１４分３４秒２８８３ 

    東経１３８度５４分１４秒９３８８ 

 ８点 北緯３６度１４分３２秒０７４６ 

    東経１３８度５４分１３秒９８３２ 

 ９点 北緯３６度１４分３１秒２７８１ 

    東経１３８度５４分１３秒３４９１ 

１０点 北緯３６度１４分３０秒９１２５ 

     東経１３８度５４分１３秒７７０３ 

１１点 北緯３６度１４分２９秒８５９７ 

     東経１３８度５４分１３秒７１１９ 

１２点 北緯３６度１４分２８秒３３９９ 

     東経１３８度５４分１４秒３１１７ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県富岡土木事務所において縦覧に供する。 
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群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 
 

 

群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
九
月
二
十
八
日
制 

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
産
業
廃
棄
物
の
積
替
施
設
」
の
下
に
「
、
高
度
再
資
源
化
等
施
設
」
を
加
え
、

同
条
第
四
号
中
「
当
該
施
設
」
を
「
こ
れ
ら
の
施
設
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四
の
二 

高
度
再
資
源
化
等
施
設 

資
源
循
環
の
促
進
の
た
め
の
再
資
源
化
事
業
等
の
高
度
化

に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
一
号
。
以
下
「
再
資
源
化
事
業
等
高
度
化
法
」
と

い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
再
資
源
化
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
再
資

源
化
事
業
等
高
度
化
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
分
離
・
回
収
事
業
の
用
に
供
す

る
施
設
及
び
再
資
源
化
事
業
等
高
度
化
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
工
程
の

高
度
化
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
処
理
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
け
る
廃
棄
物
等
の
保

管
の
場
所
を
い
う
。 

 

第
二
条
第
五
号
中
「
に
規
定
す
る
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
に
係
る
特
例
の
」
を
「
並
び
に
再
資
源

化
事
業
等
高
度
化
法
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
三
条
第
五
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七

号
中
「
第
六
十
二
条
第
六
号
」
を
「
第
六
十
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
二
項
第
九
号
中
「
承
継
等
す
る
」
を
「
承
継
等
を
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
許
可
す
る
」
を
「
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
処
分
を
行
う
」
に
、

「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
手
続
）
」
を
「
手
続
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
、
第
十
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら 

ず
」
を
削
り
、
「
事
前
協
議
の
手
続
」
を
「
同
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
手
続
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
承
継
等
及
び
実
証
施
設
で
あ
る
も
の
」
を
「
法

第
九
条
の
十
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
無
害
化
処
理
の
用
に
供
す

る
施
設
、
高
度
再
資
源
化
等
施
設
及
び
実
証
施
設
の
設
置
、
構
造
若
し
く
は
規
模
の
変
更
又
は
こ
れ

ら
の
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
廃
棄
物
等
の
種
類
の
追
加
等
並
び
に
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
承
継 

等
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
承
継
等
し
な
け
れ
ば
」
を
「
承
継
等
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
相
続
に
よ
り
承
継
等
し
た
者
」
を
「
相
続
に
よ
り
承
継
等
を
し
た
者
（
法
第
九
条
の
七

第
二
項
（
法
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
」
に
、
「
規
定
に
よ
り
承
継
等
し
た
」
を
「
規
定
に
よ
り
承
継
等
を
し
た
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
（
裏
面
）
備
考
３
中
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

」
を
加
え
、 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

を 「 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
二
号
（
裏
面
）
備
考
２
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
（
裏
面
）
備
考
２
中
「 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
改
正
前
の
群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程

の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
手
続
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に

関
す
る
規
程
の
相
当
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
手
続
と
み
な
す
。 

                   

■ 

公 
 

告 

又
は
分

 

産
業
廃
棄
物
の
積
替
施
設

 
、
高
度
再
資
源

 

化
等
施
設

 

(
3
)
 
汚
染
土
壌
処
理
施
設

 
浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
又
は

 
分
別
等
処
理
施
設
の
別
を
記
入
し
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
処
理
方
法
を
括
弧
書
き
す
る

こ
 

と
。

 

(
3
)
 
高
度
再
資
源
化
等
施
設

 
高
度
再
資
源
化
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
高
度
分
離
・
回
収

 
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
再
資
源
化
工
程
の
高
度
化
の
対
象
と
な
る
廃
棄
物
処
理
施
設

 
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。

 
(
4
)
 
汚
染
土
壌
処
理
施
設

 
浄
化
等
処
理
施
設
、
セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
、
埋
立
処
理
施
設
、
分

 
別
等
処
理
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
の
別
を
記
入
し
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
処

 
理
方
法
を
括
弧
書
き
す
る
こ
と
。

 

別
等
処
理
施
設

 
、
分
別
等
処
理
施
設
又
は
自
然
由
来
等
土
壌
利
用
施
設
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肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号。以下「法」という。）第１２条第２項の規定に

より、次のとおり肥料の登録有効期間を更新したので、法第１６条第１項の規定により公告する。 

令和７年１１月２８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   
 
                                                   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字上之手２１４８－１ 佐波郡玉村町大字斎田１番地 ディアスＡ１０１ 
佐藤史哉、佐藤美紗樹 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１１月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字中野字谷中９１－１、９１－
４ 

邑楽郡邑楽町大字中野９２番地 
有限会社リハビリデイサービス神藤 代表取締役 
神藤大雄 

２ みどり市大間々町桐原甲９１３、１５２３－
４、１５２３－６、１５２３－７、１５２３－
８ 

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１ 
株式会社コメリ 代表取締役 捧雄一郎 

３ 佐波郡玉村町大字川井字堀之内１１９８－１ 佐波郡玉村町大字下新田８３０－３ クレールⅠ 
１０２ 
天田悠斗 

４ 佐波郡玉村町大字斎田３２５－３、３２５－４ 佐波郡玉村町大字斎田４２４番地２ 
小澤拓矢、小澤蕗由 

登録番号 
肥料の 
種 類 

肥料の名称 
保証成分量 
（％） 

その他の 
規  格 

生産 業者 の 
名称及び住所 

有効期限 

群馬県登
録第１２
３号 

蒸製毛粉 フェザーミー
ル 

窒素全量 
１２．５ 

法第３条第１
項の規定によ
る公定規格の
とおり 

株式会社群馬県
化成産業 
群馬県前橋市荒
口町１５０番地
の１ 

令和１３年
１２月２６
日 
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５ 邑楽郡大泉町大字上小泉字東沼田４９４－１、
４９５－１、４９６－１、４９６－２、４９６
－３、４９６－４、４９７－１、４９７－２、
４９７－３、４９８－１、４９８－２、５０２
－１、５０３－１、５０４－１、５０５－１、
５０５－２、５０６－１、５０６－２、５０７
－１、５０７－２、５０８、５０９－１、５１
０－１、５１１－１、５１７－１、５１８－４
の一部、５１８－６、５２１－１の一部、５２
２－１、５２２－４の一部、５２３－１、５２
３－４の一部、５２４－１、５２４－４、５２
５－１、５２５－４、５２６－１、５２６－
４、５２７－１、５２７－４、５２８－１、５
２８－２、５２９、５３０－１、５３０－２、
５３１－１、５３１－２、５３１－４の一部、
５３１－５、５３２－１、５３２－３、５３２
－４、５３２－５、５３３、５３４－１、５３
４－２、５３４－３、５３５、５３６、５３
７、５３８、５３９、５４０－１、５４３、５
４４、５４５、５４６、５４７、５４８、５４
９、５５０、５５１、５５２、５５３、５５
４、５５５、５５６－１、５５６－２、５５
７、５５８、５５９、５６０、５６１、５６
２、５６３、５６４、５６５－１、５６５－
２、５６６－１、５６６－２、５６７－１、５
６７－２、５６８－１、５６８－２、５６９－
１、５６９－２、５７０－１、５７０－２、５
７１－１、５７１－２、５７２－１、５７２－
２、５７３－１、５７３－２、５７４－１、５
７４－２、５７４－３、５７５－１、５７５－
２、５７５－３、５７６－１、５７６－２、５
７６－３、５７７－１、５７７－２、５７７－
３、５７８－１、５７８－２、５７８－３、５
７９－１、５７９－２、５７９－３、５８０－
１、５８０－２、５８０－３、５８１－１、５
８１－２、５８１－３、５８２－１、５８２－
２、５８２－３、５８３－２、５８３－３、５
８５－２、５８６－１、５８６－４、５８７－
１、５８７－３、５８８－１、５８８－２、５
８８－３、５８９－１、５８９－２、５９０－
１、５９０－２、５９１－１、５９１－２、５
９２－１、５９２－２、５９３－１、５９３－
２、５９４－１、５９４－２、５９５－１、５
９５－２、５９６－１、５９６－２、６０１－
１、６０１－２、６０２、６０３、６０４、６
０５、６０６、６０７、６０８、６０９、４９
４－１地先道路、４９５－１地先道路、４９５
－１地先水路、４９６－２地先道路、５０５－
２地先水路、５０８地先道路、５０８地先水
路、５１７－１地先道路、５２２－１地先水
路、５２７－４地先水路、５３１－１地先水
路、５３２－３地先道路、５３２－３地先水
路、５４３地先水路、５６５－１地先水路、５
６５－２地先道路、５７４－２地先水路、５８
８－１地先水路、６０９地先道路、字北谷６１
０－１、６１１－１、６１２－１、６１３－
１、６１４－１、６１５－１、６７６－１、６
７７－１、６７８－１、６７９－１、６８０－

太田市飯田町１５４７番地 ＯＴＡスクエアビル
７Ｆ 
関東建設工業株式会社 代表取締役 髙橋明 
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１、６８１－１、６８２－１、６８３、６８４
－１、６８４－２、６８５－１、６８５－２、
６８６－１、６８６－２、６８７－１、６８７
－２、６８８－１、６８８－２、６８９－１、
６８９－２、６９０－１、６９０－２、６９１
－１、６９１－２、６９２－１、６９２－２、
６９３－１、６９３－２、６９３－３、６９４
－１、６９４－２、６９５－１、６９５－２、
６９５－３、６９６－１、６９６－２、６９７
－１、６９７－２、６９８－１、６９８－２、
６９９－１、６９９－２、７００－１、７００
－２、７０１－１、７０１－２、７０２－１、
７０２－２、７０３－１、７０３－４、７０７
－１、７０８－１、７０９－１、７１０、７１
１、７１２、７１３、７１４、７１５、７１６
－１、７１６－２、７１７、７１８、７１９、
７２０、７２１、７２２、７２３、７２４、７
２５、７２６、７２７－１、７２７－２、７２
８、７２９、７３０、７３１、７３２、７３３
－１、７３３－２、７３４－１、７３４－２、
７３５、７３６、７３７、７３８、７３９、７
４０、７４１－１、７４２－２、７４２－３、
７５２－２、７５３－１、７５４－１、７５
５、７５６、７５７、７５８、７５９－１、７
５９－２、７６０－１、７６０－２、７６１、
７６２、７６３、７６４、７６５、７６６、７
６７、６１０－１地先道路、６７６－１地先道
路、６８５－１地先水路、６９３－２地先道
路、６９４－１地先水路、７０９－１地先水
路、７２４地先道路、７２５地先水路、７３３
－２地先道路、７３５地先水路、７５５地先水
路、字間之原１２５４－２、１２５６－１、１
２５７－１、１２５４－２地先道路、北小泉二
丁目５８６－３、５８６－４、５８７－２、７
０３－４、７０５－３、７０８－２、７０９－
２、７４１－４、７５１－３、５８６－２地先
水路、７０３－２地先道路、７０３－２地先水
路、７０８－２地先水路、７４１－２地先道
路、７４１－２地先水路、７５１－２地先水
路、１２５３－２地先道路 

 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７５号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により届出のあった政

治団体の名称等は、次のとおりである。 

  令和７年１１月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者の 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

■ 選挙管理委員会告示 
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氏    名 

公職の候補者の氏名及び 
公職の種類（第２号） 

届 出 年 月 日 

青木ひとみ後援会 上杉慎哉 木内将也 高崎市島野町６２１－１ 

青木ひとみ、衆議院議員 令和７年１０月３０日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７６号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。 

令和７年１１月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

群馬維新の会 代表者の氏名 浦野靖人 中司宏 令和７年１０
月３日 

参政党群馬第５支部 主たる事務所
の所在地 

高崎市棟高町８８０－
１ 

高崎市三ツ寺町１０７
７－２ 

令和７年１０
月５日 

代表者の氏名 田村順子 大澤智仁 令和７年１０
月５日 

会計責任者の
氏名 

樋口典子 田村順子 令和７年１０
月５日 

自由民主党群馬県バス協
会支部 

会計責任者の
氏名 

諏訪幸夫 前川雅弘 令和７年１０
月１日 

立憲民主党群馬県第１区
総支部 

代表者の氏名 河村正剛 後藤克己 令和７年１０
月１４日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

法第１９条の７第１項
第１号に係る国会議員
関係政治団体 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

令和７年１０
月１４日 

公 職 の 種 類
（第１号） 

衆議院議員 該当なし 令和７年１０
月１４日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

あきら会 会計責任者の
氏名 

羽鳥泰子 中山嘉康 令和７年１０
月１０日 

新井信吾後援会 会計責任者の
氏名 

清水俊秀 岩瀬浩之 令和７年１０
月１６日 

松浦武志後援会 会計責任者の 青山友典 木村哲也 令和７年１０
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氏名 月１６日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７７号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和７年１１月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

立憲民主党群馬県参議院選挙区第１総支部 河村正剛 令和７年１０月１日 

 

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

伊藤純子後援会 伊藤純子 令和７年５月２９日 

小川あきら後援会 中山嘉康 令和７年１０月７日 

中尾大助後援会 中尾大助 令和６年２月１９日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７８号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第２号の規定により資金管理団体でなくなった旨

の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和７年１１月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

伊藤純子 伊藤純子後援会 令和７年５月２９日 

中尾大助 中尾大助後援会 令和６年２月１９日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第７９号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条第１項の規定により提出された令和７年７月２０日執行の

参議院選挙区選出議員選挙における各候補者の選挙運動費用収支報告書の要旨は、次のとおりである。 

  令和７年１１月２８日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
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 公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和７年７月２０日執行 参議院選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

44,298,800円    

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 青木ひとみ 

期間 

令和７年６月１日から 

令和７年７月27日まで 

第１回分 

所属党派 参政党 

出納責任者氏名 嵐口雅也 

収 入                              

 主たる寄附 

 （氏名・団体名）       （職業）    （寄附額） 

 相川建次           建築業        60,000円 

 小沼達也           アルバイト      100,000円 

 熊井戸園子          自営業        140,000円 

石川友梨香          無職         140,000円 

 福島久登           会社役員       60,000円 

 久保美鶴           自営業        60,000円 

 木野本雅也          会社員        100,000円 

 樋口典子           建設業        100,000円 

 樋口幸夫           建設業        100,000円 

 山津亮太           会社員        100,000円 

 嵐口雅也           会社員        30,000円 

 山本光一           会社員        100,000円 

 大澤智仁           会社員        60,000円 

 杉内理記也          会社役員       140,000円 

 杉内佳代           会社役員       60,000円 

 閑野巧            会社員        140,000円 

 森裕一            自営業        60,000円 

 都丸よし子          無職         30,000円 

 南雲伸斗           会社員        120,000円 

 小川清子           自営業        60,000円 

 関口正美           会社員        30,000円 

 参政党群馬県支部連合会              2,418,449円 

その他の寄附         １件         12,366円 

今回計                       4,220,815円 

総 計                       4,220,815円 

支 出 

人件費       1,790,000円 

家屋費        132,000円 

選挙事務所費    132,000円 

印刷費       1,490,060円 

広告費       5,511,982円 

文具費         21,414円 

雑 費         69,353円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回計        9,014,809円 

総 計        9,014,809円 

支出のうち 

公費負担相 

当額 

項目 金額 

選挙運動用通常葉書の作成 33,374円 

ビラの作成 564,960円 
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ポスターの作成 879,360円 

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 113,300円 

政見放送のための録画等 3,203,000円 

計 4,793,994円 

 

報告受理年月日 令和７年８月１日 第１回報告分 

 

候補者氏名 井田雅彦 

期間 

令和７年６月27日から 

令和７年７月２日まで 

第１回分 

所属党派 無所属連合 

出納責任者氏名 井田雅彦 

収 入                              

 その他の収入                    302,438円 

 

今回計                        302,438円 

総 計                        302,438円 

支 出 

印刷費        233,870円 

広告費         68,568円 

今回計         302,438円 

総 計         302,438円 

 

報告受理年月日 令和７年８月１日 第１回報告分 

 

候補者氏名 辛嶋美紀 

期間 

令和７年５月20日から 

令和７年８月４日まで 

第１・２回分 

所属党派 無所属 

出納責任者氏名 辛嶋美紀 

収 入                              

 その他の収入                    500,000円 

 

今回計                        500,000円 

総 計                        500,000円 

支 出 

通信費         11,848円 

広告費        441,030円 

今回計         452,878円 

総 計         452,878円 

 

報告受理年月日 令和７年８月１日 第１回報告分 

令和７年８月７日 第２回報告分 

 

候補者氏名 河村正剛（河村まさたけ） 

期間 

令和７年６月６日から 

令和７年７月24日まで 

第１回分 

所属党派 立憲民主党 

出納責任者氏名 杉内晟人 

収 入                              

 主たる寄附 

 （氏名・団体名）       （職業）    （寄附額） 

 立憲民主党                    5,000,000円 

 立憲民主党群馬県総支部連合会           2,500,000円 

立憲民主党群馬県参議院選挙区           2,500,000円 

支 出 

人件費       1,486,500円 

家屋費         252,000円 

選挙事務所費     252,000円 

通信費         65,070円 

交通費         59,910円 
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第１総支部       

 鎌田清            アルバイト       80,000円 

 高柳勝巳           沼田市議会議員     30,000円 

 駒井将人           会社役員       100,000円 

 その他の寄附         25件         253,000円 

今回計                       10,463,000円 

総 計                       10,463,000円 

印刷費       2,523,000円 

広告費       4,594,966円 

文具費        109,235円 

食糧費        784,981円 

雑 費        102,401円 

今回計        9,978,063円 

総 計        9,978,063円 

支出のうち 

公費負担相 

当額 

項目 金額 

選挙運動用通常葉書の作成 315,000円 

ビラの作成 800,000円 

ポスターの作成 1,408,000円 

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 302,500円 

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 232,456円 

政見放送のための録画等 3,203,000円 

計 6,260,956円 

 

報告受理年月日 令和７年８月４日 第１回報告分 

 

候補者氏名 清水真人 

期間 

令和７年３月11日から 

令和７年９月１日まで 

第１・２・３回分 

所属党派 自由民主党 

出納責任者氏名 林康夫 

収 入                              

 主たる寄附 

 （氏名・団体名）       （職業）    （寄附額） 

 自由民主党群馬県参議院選挙区           5,000,000円 

第二支部        

その他の収入                   11,750,000円 

 

 

 

 

 

 

 

今回計                      16,750,000円 

総 計                      16,750,000円 

支 出 

人件費       1,977,000円 

家屋費       7,708,839円 

選挙事務所費   6,409,039円 

集合会場費    1,299,800円 

通信費       1,142,974円 

交通費        669,487円 

印刷費       2,797,000円 

広告費       7,101,401円 

文具費        168,930円 

食糧費        212,405円 

休泊費        255,770円 

雑 費        558,551円 

今回計        22,592,357円 

総 計        22,592,357円 

支出のうち 

公費負担相 

当額 

項目 金額 

選挙運動用通常葉書の作成 335,700円 

ビラの作成 960,000円 
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ポスターの作成 1,280,000円 

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 368,274円 

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 232,456円 

個人演説会の立札及び看板の類の作成 88,000円 

政見放送のための録画等 3,115,640円 

計 6,380,070円 

 

報告受理年月日 令和７年８月４日 第１回報告分 

令和７年８月７日 第２回報告分 

令和７年９月８日 第３回報告分 

 

候補者氏名 上楽宗之 

期間 

令和７年７月３日から 

令和７年７月18日まで 

第１回分 

所属党派 ＮＨＫ党 

出納責任者氏名 上楽宗之 

収 入                              

 主たる寄附 

 （氏名・団体名）       （職業）    （寄附額） 

ＮＨＫ党                      189,455円 

 その他の収入                     87,278円 

今回計                        276,733円 

総 計                        276,733円 

支 出 

交通費         1,300円 

印刷費         159,755円 

広告費         29,700円 

 

今回計         190,755円 

総 計         190,755円 

 

報告受理年月日 令和７年８月４日 第１回報告分 

 

候補者氏名 髙橋保（高橋たもつ） 

期間 

令和７年６月８日から 

令和７年８月６日まで 

第１・２回分 

所属党派 日本共産党 

出納責任者氏名 生方秀男 

収 入                              

 主たる寄附 

 （氏名・団体名）       （職業）    （寄附額） 

 日本共産党群馬県委員会              3,861,685円 

 日本共産党東毛地区委員会              414,000円 

 

 

 

 

 

今回計                       4,275,685円 

支 出 

人件費         40,000円 

家屋費         720,000円 

選挙事務所費    720,000円 

通信費        108,000円 

印刷費       1,906,500円 

広告費       4,450,231円 

文具費         16,500円 

食糧費          131,132円 

雑 費          7,322円 

今回計        7,379,685円 
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総 計                       4,275,685円 総 計        7,379,685円 

支出のうち 

公費負担相 

当額 

項目 金額 

政見放送のための録画等 3,104,000円 

計 3,104,000円 

 

報告受理年月日 令和７年８月４日 第１回報告分 

令和７年８月８日 第２回報告分 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年１１月２８日  

                                                                       群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額 
   

 物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額 

ア ロータリ除雪車（２．２
ｍ１８０ｋＷ級） 

１台 株式会社ＮＩＣＨ
ＩＪＯ関東営業所 
 

東京都港区芝大
門二丁目２番２
号芝大門サンワ
ビル６階 

６４，６８０，０００円 

イ 除雪ドーザ（１１ｔ級、
車輪式、サイドスライド
アングリングプラウ） 

１台 コマツカスタマー
サポート株式会社
群馬支店 

群馬県前橋市上
増田町９０４番
地１４ 

４４，３９６，０００円 

除雪ドーザ（１４ｔ級、
車輪式、マルチプラウ） 

１台   

ウ 凍結防止剤散布車（湿
式、４ｔ級、プラウ付、
４×４） 

１台 日の丸ディーゼル
株式会社 

群馬県前橋市高
井町一丁目３５
番地３２ 

４０，１５０，０００円 

エ 除雪トラック（３ｔ級、
４×４、プラウ付、散布
装置付） 

２台 日の丸ディーゼル
株式会社 

群馬県前橋市高
井町一丁目３５
番地３２ 

５０，２７０，０００円 

オ 凍結防止剤散布装置（車
載式、０．３㎥、自然流
下式） 

１台 日の丸ディーゼル
株式会社 

群馬県前橋市高
井町一丁目３５
番地３２ 

 １，５２９，０００円 

カ マルチスノープラウ（小
型トラック(２ｔ)又は中
型トラック(４ｔ)装着用
プラウ幅２，５００ｍｍ
以上） 

１台 日の丸ディーゼル
株式会社 

群馬県前橋市高
井町一丁目３５
番地３２ 

 ４，６０１，３００円 

  

 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年１１月６日 

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

■ 落  札 
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５ 入札公告をした日 令和７年９月２６日 

 

 

 

 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和７年１１月２８日 

群馬県立がんセンター院長 柳 田 康 弘   

１ 随意契約に係る特定役務の名称 ＰＥＴ－ＣＴ装置、ガンマカメラ装置保守管理業務委託  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局経営課 群馬県太田市高林

西町６１７番地１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和７年９月１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 栗原レントゲン株式会社 群馬県前橋市下小出町３－２３－１ 

５ 随意契約に係る契約金額 ６５，３４０，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約による理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３

７２号）第１１条第１項第２号該当 
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